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　　　　告　　　示（第395号）

○道路の区域の変更� （道路維持課）……………１

　　　　公　　　告

○開発行為に関する工事の完了� （都市計画課）……………１

○福岡県県土整備部・建築都市部公共事業再評価検討委員会の開催

� （企　画　課）……………１

○土地区画整理組合の理事の氏名及び住所の届出� （都市計画課）……………２

○開発行為に関する工事の完了� （都市計画課）……………２

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示� （市町村支援課）……………２

　福岡県告示第395号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区域

を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　令和元年11月５日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第36

条第３項の規定により公告する。

　　令和元年11月５日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　�　飯塚市菰田西三丁目233番２、234番１から234番３まで及び234番６並びにこれらの

区域内の水路である市有地の一部

２　開発許可を受けた者の所在地、名称及び代表者氏名

　　飯塚市菰田西三丁目17番８号

　　株式会社セレモニー

　　代表取締役　堤　清

　公告

　令和元年度福岡県県土整備部・建築都市部公共事業再評価検討委員会（第２回）が次

のように公開されるので、公告する。

　　令和元年11月５日

目　　　次

告　　　示

県土整備
事務所名

道路の
種 類 路線名 変 更

前後別 区　　　　間 幅 員
（メートル）

延 長
（メートル）

八　女 一般
国道 442 号

前

八女市矢部村矢部953番
４先から
八女市矢部村矢部846番
９先まで

7.5
～
44.0

496.0

前

八女市矢部村矢部953番
４先から
八女市矢部村矢部846番
９先まで

8.0
～
33.0

415.0

後

八女市矢部村矢部953番
４先から
八女市矢部村矢部846番
９先まで

8.0
～
33.0

415.0

公　　　告
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福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　日時

　　令和元年11月12日（火）　午後１時30分

２　会場

　　福岡市博多区吉塚本町13番50号

　　福岡県吉塚合同庁舎７階　特６会議室

３　予定議案

⑴ 河川事業（西川　河川総合流域防災事業）について

⑵ 港湾事業（苅田港　新松山地区　港湾改修事業）について

⑶ 港湾事業（三池港　四山地区　港湾改修事業）について

⑷ 公園事業（筑後広域公園）について

⑸ 街路事業（都市計画道路　粕屋久山線）について

４　会議の公開

　会議の傍聴を希望する者は、会議当日、会場にて開会30分前から受付を行うので、

開会10分前までに申し込むこと。ただし、傍聴席に限りがあるため、申込者が10人を

超えた場合は、抽選により傍聴者を決定する。

５　問合せ先

　　福岡県県土整備部企画課（福岡市博多区東公園７番７号　電話092－643－3696）

　公告

　土地区画整理法（昭和29年法律第119号）第29条第１項の規定に基づき、久山町上久原

土地区画整理組合から理事の氏名及び住所の届出があったので、同条第２項の規定によ

り次のように公告する。

　　令和元年11月５日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　新たに就任した理事

２　退任した理事

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第36

条第３項の規定により公告する。

　　令和元年11月５日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　�　大牟田市大字草木字番瀬区201番１、201番３及び201番４

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　大牟田市大字歴木1807番地691

　　野口　英子

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第８号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで福岡県住民基本台帳法施行細則（平成14年福岡県規則

第56号）の一部改正を行ったので、次のとおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）に

掲載するほか、福岡県企画・地域振興部市町村支援課に備え置きます。

　　令和元年11月５日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見を募集しなかった理由

　住民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）の一部改正に伴い、当然必要とされ

る規定の整備を行ったものであり、福岡県行政手続条例第37条第４項第８号に該当す

るため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。

２　規則の公布日

氏　　　名 住 所

實淵　武博 糟屋郡久山町大字久原4019番地

氏　　　名 住 所

矢山　哲也 糟屋郡久山町大字久原1261番地
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